
無
戸
籍
者
解
消
の
た
め
の

相
談
窓
口

▪
出
生
届
を
出
せ
ず
、
お
子
さ
ん
が
戸
籍
に
記

載
さ
れ
て
な
い
方
へ

　

出
生
届
を
提
出
し
な
い
と
戸
籍
に
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。戸
籍
が
な
い
と
人
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
段

階
で
不
利
益
を
被
り
ま
す
。
一
人
で
悩
ま
ず
に
、

法
務
局
ま
た
は
市
民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局

　
☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

▼
市
民
課　
☎
23‐３
５
１
１

寄
付

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
４
月
20
日
、
伊
藤
勝
弘
様（
豊
川
市
）か
ら
魅

力
あ
る
学
校
づ
く
り
の
た
め
、
金
20
万
円

◦
税 

公
的
年
金
か
ら
住
民
税
を

特
別
徴
収（
天
引
き
）し
ま
す

▪
対
象
の
方

　
令
和
３
年
中
に
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
い
を

受
け
、
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税
の
年
金

を
除
く
公
的
年
金
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方

▪
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
る
金
額

　
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
か
ら
算
出
さ
れ

た
税
額
が
公
的
年
金
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。
対

象
の
方
に
は
、
６
月
中
旬
頃
に
市
か
ら
納
税
通

知
書
を
送
付
し
ま
す
。
特
別
徴
収
の
金
額
は
納

税
通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
０
９

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
　

　
固
定
資
産
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
家
屋
の

評
価
額
を
決
定
す
る
た
め
、
令
和
４
年
１
月
１

日
以
降
に
新
築
・
増
築
さ
れ
た
家
屋
の
調
査
を

行
っ
て
い
ま
す
。
職
員
が
お
宅
や
事
務
所
な
ど

へ
調
査
に
伺
い
ま
す
の
で
、
ご
希
望
の
調
査
日

時
が
あ
る
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
税
務
課　
☎
23‐３
５
１
０

■特別徴収の納付方法例

徴収方法 普通徴収（納付書・口座振替） 特別徴収
（年金から徴収）

納付月 1期（６月） 2期（8月） 10月 12月 2月

税額 各期：年税額の４分の１ 各月：年税額の６分の１

①初めて65歳以上に該当する方　（昭和31年4月3日～昭和32年4月2日生まれ）

②特別徴収2年目以降の方

徴収方法 特別徴収（仮徴収） 特別徴収（本徴収）

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月

税額 各月：前年度分の年税額の６分の１ 各月：年税額から仮徴収分を
　　　差し引いた額の3分の1

今月の納税・使用料
納期限：６月３０日（木）　
市県民税・公共下水道負担金等・農業集落排水事業分担金（全期・１期）、
市営住宅使用料・保育料（６月分）、国民健康保険税（過随３期）、
後期高齢者医療保険料（過随4期）

納期限：6月27日（月）　
水道料、下水道料、農業集落排水施設使用料（4・5月分）

連
載
コ
ー
ナ
ー

お
で
か
け
情
報

み
ん
な
の
ひ
ろ
ば

た
は
ら
ス
ナ
ッ
プ

こ
こ
見
て
！
た
は
ら

お
し
ら
せ

広報たはら  令和4年6月│    │15

※市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


